
くらしのガイド

12くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ 2021. ６月号

国民健康保険に加入している皆さんへ

道営住宅の入居者を募集します道営住宅の入居者を募集します

問い合わせ　国民健康保険グループ（☎85１７７１）

問い合わせ　北海道営住宅胆振管理センター公募係（☎83７２４０）

医療費の抑制にご協力ください医療費の抑制にご協力ください

令和３年度国民健康保険税の納税通知書は、６月中旬に送付します令和３年度国民健康保険税の納税通知書は、６月中旬に送付します
令和３年度国民健康保険税額の計算方法

　国民健康保険に加入している皆さんが医療機関で支払う自己負担分以外
の医療費は、皆さんが納めている国民健康保険税や国からの交付金などで
賄っており、医療費の増加は国民健康保険税の引き上げにつながります。
　『かかりつけ医・かかりつけ薬局』を決めて検査や投薬の重複を防ぐ、
急病のとき以外は医療費が高く設定されている休日・夜間診療を避ける、
ジェネリック医薬品（後発医薬品）へ切り替えるなど、医療費抑制のため
の取り組みにご協力ください。
　特に、子どものジェネリック医薬品への積極的な切り替えをお願いしま
す。

　
　６月７日㈪・８日㈫９時30分～16時30分
　…市民会館
　６月９日㈬～11日㈮９時30分～16時30分
　…北海道営住宅胆振管理センター

○共通
・同居者がいる方
・持ち家のない方
・入居者と同居者が『暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律』第２条第６号に規定する暴力団
員でない方

○一般向け住宅のみ
・入居者全体の収入が公営住宅法に定める基準内であ
り、それを証明できる方

○子育て世帯向け住宅のみ
・同居する親族のうち、未就学児が１人以上いること
・公営住宅法に定める月収が21万４千円を超えず、
それを証明できる方

平等割
（Ｃ）

所得割
（Ａ）

均等割
（Ｂ）

合　計

40歳以上65歳未満の各加入者
の（令和2年中の所得－43万
円）の合計額×2.3㌫

②介護納付金分
（40歳以上65歳未満の加入者

がいる場合に算定）

40歳以上65歳未満の加入者数
×8,700円
5,100円

（1世帯当たりの定額）
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝

②の納付額
（課税限度額17万円）

各加入者の（令和2年中の所得
－43万円）の合計額×8.9㌫

世帯の加入者数
×28,000円
27,000円

（1世帯当たりの定額）
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝

①の納付額　
（課税限度額63万円）

各加入者の（令和2年中の所得
－43万円）の合計額×2.9㌫

世帯の加入者数
×8,200円
7,900円

（1世帯当たりの定額）
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝

③の納付額　
（課税限度額19万円）

申込要件　次のすべての要件に該当する方申込要件　次のすべての要件に該当する方募集住宅募集住宅

申込期間・場所申込期間・場所

であえーる
はまなす
新川
若山

登別東町

２ＬＤＫ・１階
２ＬＤＫ・２階
３ＬＤＫ・３階
３ＬＤＫ・２階
２ＬＤＫ・４階
３ＬＤＫ・５階

子育て世帯向け

一般世帯向け

団地名 間取り・階数 住宅分類

①医療給付費分 ③後期高齢者支援金等分

①＋②＋③＝１年間の国民健康保険税額

区分
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